
寒 川 町 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(指 定 管 理 者 の 指 定 ) (指 定 管 理 者 の 指 定 ) 

第 4条  (略 ) 第 4条  (略 ) 

(加 え る ) 2 町 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 候 補 者 を 選

定 し よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 、第

12条 第 1項 に 規 定 す る 寒 川 町 指 定 管 理 者

選 定 委 員 会 (同 項 を 除 き 、以 下「 委 員 会 」

と い う 。 )に 諮 問 し な け れ ば な ら な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 告 示 ) (指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 告 示 ) 

第 11条  町 長 は 、 第 4条      の 規 定 に よ

り 指 定 管 理 者 の 指 定 を し た と き 、又 は 法

第 24 4条 の 2第 1 1項 の 規 定 に よ り 指 定 管

理 者 の 指 定 を 取 り 消 し た と き は 、そ の 旨

を 告 示 す る も の と す る 。  

第 11条  町 長 は 、 第 4条 第 1項 の 規 定 に よ

り 指 定 管 理 者 の 指 定 を し た と き 、又 は 法

第 24 4条 の 2第 1 1項 の 規 定 に よ り 指 定 管

理 者 の 指 定 を 取 り 消 し た と き は 、そ の 旨

を 告 示 す る も の と す る 。  

(加 え る ) (委 員 会 ) 

第 1 2 条  次 に 掲 げ る 事 項 を 処 理 す る た

め 、 寒 川 町 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 を 置

く 。  

(1) 候 補 者 の 選 定 に つ い て 、 第 4条 第 2

項 の 規 定 に よ る 諮 問 に 応 じ 、審 査 す る

こ と 。  

(2) 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 、 候 補 者 の

選 定 手 続 そ の 他 指 定 管 理 者 制 度 の 運

用 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て 、町 長 の

諮 問 に 応 じ 、 調 査 審 議 す る こ と 。  

2 委 員 会 は 、 委 員 16人 以 内 で 組 織 す る 。 

3 委 員 は 、次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 町 長

が 委 嘱 し 、 又 は 任 命 す る 。  

(1) 学 識 経 験 者  

(2) 町 職 員  

4  委 員 (前 項 第 2号 に 掲 げ る 者 の う ち か

ら 任 命 さ れ る 委 員 を 除 く 。以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。)の 任 期 は 2年 と す る 。た だ

し 、委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 委 員

の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

5 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

6 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、委 員 会 の

組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、規 則

で 定 め る 。  

(教 育 委 員 会 所 管 の 施 設 へ の 適 用 ) (教 育 委 員 会 所 管 の 施 設 へ の 適 用 ) 



第 12条  教 育 委 員 会 が 所 管 す る 公 の 施 設

に 係 る こ の 条 例 の 適 用 に つ い て は 、 第 2

条 か ら 第 9条 ま で (第 4条 第 4号 を 除 く 。 )

及 び 前 条        の 規 定 中 「 町

長 」 と あ る の は 「 教 育 委 員 会 」 と 、 第 2

条 、 第 3条 及 び 次 条 の 規 定 中 「 規 則 」 と

あ る の は 「 教 育 委 員 会 規 則 」 と す る 。  

第 13条  教 育 委 員 会 が 所 管 す る 公 の 施 設

に 係 る こ の 条 例 の 適 用 に つ い て は 、 第 2

条 か ら 第 9条 ま で (第 4条 第 1項 第 4号 を 除

く 。 )、 第 11条 及 び 前 条 第 1項 第 2号 の 規

定 中 「 町 長 」 と あ る の は 「 教 育 委 員 会 」

と 、第 2条 、第 3条 及 び 次 条 の 規 定 中「 規

則 」と あ る の は「 教 育 委 員 会 規 則 」と す

る 。  

第 13条  (略 ) 第 14条  (略 ) 

    附  則  

 (施 行 期 日 ) 

1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 (寒 川 町 非 常 勤 特 別 職 等 の 職 員 の 報 酬

及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ) 

2  寒 川 町 非 常 勤 特 別 職 等 の 職 員 の 報 酬

及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 (昭 和 31年 寒

川 町 条 例 第 19号 )の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  別 表 第 1に 次 の よ う に 加 え る 。  

60 
指 定 管 理 者 選 定  

委 員 会 委 員  
同  8,700円  

  別 表 第 2Bの 項 中 「 第 59号 」 を 「 第 60

号 」 に 改 め る 。  

 

 

(附 則 第 2項 関 係 ) 

寒 川 町 非 常 勤 特 別 職 等 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 第 1(第 2条 関 係 ) 別 表 第 1(第 2条 関 係 ) 

番 号  職 名  
支 給  

区 分  
報 酬 額  

(略 ) 

    (加 え る ) 

 

番 号  職 名  
支 給  

区 分  
報 酬 額  

(略 ) 

60 
指 定 管 理 者 選  

定 委 員 会 委 員  
同  8,700円  

 

別 表 第 2(第 2条 関 係 ) 別 表 第 2(第 2条 関 係 ) 

区 分  費 用 弁 償 の 額  

(略 ) 

B 別 表 第 1に 掲 げ る

者 の う ち 第 9号 か ら 第

59号 ま で の 者  

(略 ) 

 

区 分  費 用 弁 償 の 額  

(略 ) 

B 別 表 第 1に 掲 げ る

者 の う ち 第 9号 か ら 第

60号 ま で の 者  

(略 ) 

 

 


